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青
森
県
告
示
第
四
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令

(

昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号)

第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
救
急
病
院
を
認
定
し
た
の
で
、
同
令
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

家
畜
伝
染
病
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

告

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ

た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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名

称

所

在

地

認
定
の
有
効
期
限

十
和
田
市
立
中
央
病
院

十
和
田
市
西
十
二
番
町
一
四
の
八

平
成
三
十
一
年
十
二
月
三
十

一
日

家
畜
伝
染

病
の
種
類

家
畜
の

種

類

患
畜
、
疑
似

患
畜
の
別

頭
数

発
生
の
場
所
又
は
区
域

発

生

年
月
日

ヨ
ー
ネ
病

牛

患

畜

一

十
和
田
市

平
成

��･

��･

��

�
�
�
�
�
�
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( )

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ラ
ピ
ア

八
戸
市
江
陽
二
丁
目
一
四
の
一

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

八
戸
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
開
発
株
式
会
社

八
戸
市
江
陽
二
丁
目
一
四

代
表
取
締
役

橋
本
昭
一

三

意
見
の
概
要

県
の
意
見
な
し

四

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課
及
び
八
戸
市
庁

２

期
間

平
成
二
十
九
年
一
月
六
日
か
ら
同
年
二
月
六
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
八
戸
市
庁
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可
申
請

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律

(

平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号)
第
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
当
該
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
次
の
と
お
り
公
告
し
、
青
森
県
農
林
水
産
部
構
造
政
策
課
に
お

い
て
こ
の
公
告
の
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
当
該
農

用
地
利
用
配
分
計
画
に
つ
い
て
、
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者

氏
名
又
は
名
称

住
所
又
は
所
在
地

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る

土

地

認

可

申
請
日

成
田
雅
夫

五
所
川
原
市
大
字
中
泉
字

松
枝
一
一
八
の
一

五
所
川
原
市
大
字
梅
田
字
燕
口

二
〇
八
の
一
ほ
か
一
筆

平
成

��･

��･

�

竹
谷
一
正

五
所
川
原
市
大
字
梅
田
字

平
野
二
九

五
所
川
原
市
大
字
梅
田
字
間
瀬

三
八
九

〃

関
正

五
所
川
原
市
大
字
中
泉
字

田
川
八
の
二

五
所
川
原
市
大
字
羽
野
木
沢
字

実
吉
二
一
四
の
二

〃

福
士
浩
樹

五
所
川
原
市
大
字
米
田
字

篠
原
一
五
二
の
一

五
所
川
原
市
大
字
米
田
字
篠
原

五
一
ほ
か
三
筆

〃

川
浪
誠
四
郎

五
所
川
原
市
大
字
広
田
字

下
り
松
一
三
の
一

五
所
川
原
市
大
字
広
田
字
足
代

二
七
の
一
ほ
か
五
筆

〃

今
義
彦

五
所
川
原
市
大
字
浅
井
字

色
吉
一
二
八
の
二

五
所
川
原
市
大
字
浅
井
字
種
取

五
一

〃

今
義
彦

五
所
川
原
市
大
字
浅
井
字

色
吉
一
二
八
の
二

五
所
川
原
市
大
字
浅
井
字
種
取

五
四
の
一
ほ
か
二
筆

〃

三
浦
佐

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
風

合
瀬
字
中
砂
子
川
九
二

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
関
字
栃

沢
一
一
の
二

〃

三
浦
佐

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
風

合
瀬
字
中
砂
子
川
九
二

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
関
字
栃

沢
一
九
の
四

〃

Ｎ
ベ
ー
ス
株
式

会
社

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
風

合
瀬
字
上
砂
子
川
一
五
八

の
六
七

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
関
字
栃

沢
一
八
ほ
か
一
筆

〃

中
原
博

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
北

金
ケ
沢
字
榊
原
一
四
七
の

四

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
関
字
栃

沢
六
の
二

〃

竹
ヶ
原
正
克

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
二
川

目
四
丁
目
七
三
の
二
九
五

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
向
平
二
九

〇
ほ
か
四
筆

〃

下
林
光
昭

上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落

瀬
字
七
百
二
八

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
豊
四
五
四

ほ
か
七
筆

〃

下
林
光
昭

上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落

瀬
字
七
百
二
八

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
豊
栄
一
丁

目
二
四
二
の
二

〃

下
林
光
昭

上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落

瀬
字
七
百
二
八

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
豊
栄
一
丁

目
二
四
三
の
二
ほ
か
一
筆

〃

馬
場
徳
夫

三
戸
郡
南
部
町
大
字
沖
田

面
字
早
稲
田
二

三
戸
郡
南
部
町
大
字
沖
田
面
字

長
野
一
〇
三
ほ
か
一
筆

〃

嶋
守
儀
四
郎

三
戸
郡
南
部
町
大
字
麦
沢

字
差
和
六
の
二

三
戸
郡
南
部
町
大
字
小
泉
字
中

森
二
五
ほ
か
一
筆

〃

嶋
守
儀
四
郎

三
戸
郡
南
部
町
大
字
麦
沢

字
差
和
六
の
二

八
戸
市
大
字
櫛
引
字
大
久
保
一

六

〃



( )

換
地
処
分

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
徳
下
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業
に
係
る
換
地
処
分
を
し
た
の
で
、
同
条
第
十
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

野
木
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業

(

農
地
集
積
加
速
化
基
盤
整
備
事
業)

計
画
を
変
更
し
た
の
で
、

同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
九
年
一
月
十
日
か
ら
同
年
二
月
六
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

青
森
市
役
所

特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
、
同
令

第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

次
に
掲
げ
る
物
品

(

以
下

｢

購
入
部
品｣

と
い
う
。)

１

防
災
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
操
縦
系
統
関
連
予
備
部
品

一
式

２

防
災
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
電
気
・
計
器
関
連
予
備
部
品

一
式

３

防
災
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
エ
ン
ジ
ン
関
連
予
備
部
品

一
式

４

防
災
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
ホ
イ
ス
ト
関
連
予
備
部
品

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
危
機
管
理
局
消
防
保
安
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
八
年
十
一
月
三
十
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

一
の
１
、
２
及
び
３
に
つ
い
て

Ｂ
ｅ
ｌ
ｌ
Ｈ
ｅ
ｌ
ｉ
ｃ
ｏ
ｐ
ｔ
ｅ
ｒ
株
式
会
社

東
京
都
渋
谷
区
恵
比
寿
四
丁
目
二
〇
の
三

恵
比
寿
ガ
ー
デ
ン
プ
レ
イ
ス
タ
ワ
ー
五
階

一
の
４
に
つ
い
て

株
式
会
社
ジ
ャ
ム
コ

東
京
都
三
鷹
市
大
沢
六
丁
目
一
一
の
二
五

六

落
札
金
額

一
の
１
に
つ
い
て

一
億
二
千
六
百
八
十
六
万
八
千
八
百
五
十
七
円

一
の
２
に
つ
い
て

六
千
百
九
十
二
万
千
七
十
六
円

一
の
３
に
つ
い
て

六
千
四
百
八
十
万
千
五
百
六
十
六
円

一
の
４
に
つ
い
て

三
千
二
百
四
十
万
円

七

落
札
者
を
決
定
し
た
手
続

購
入
部
品
ご
と
に
、
購
入
部
品
に
要
求
さ
れ
る
性
能
等
が
満
た
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
た
納
入

物
品
仕
様
書
を
提
出
し
た
者
で
、
か
つ
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
、
最
低
の
価
格
を
も
っ

て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

八

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
一
日
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出

先

機

関

特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
、
同
令

第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
六
日

青
森
県
立
八
戸
工
科
学
院
長

前

澤

豊

利

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

１

マ
シ
ニ
ン
グ
セ
ン
タ

一
台

２

Ｎ
Ｃ
旋
盤

一
台

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
立
八
戸
工
科
学
院

八
戸
市
桔
梗
野
工
業
団
地
二
丁
目
五
の
三
〇

三

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
な
か
や
ま

八
戸
市
沼
館
一
丁
目
二
〇
の
一
一

六

落
札
金
額

三
千
六
百
二
十
七
万
七
千
二
百
円

七

落
札
者
を
決
定
し
た
手
続

物
品
等
に
要
求
さ
れ
る
性
能
等
が
満
た
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
た
製
作
仕
様
書
等
を
提
出
し
た

者
で
、
か
つ
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者

を
落
札
者
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

八

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
一
日

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
西
津

軽
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
五
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
六
日

西
北
地
域
県
民
局
長

山

本

馨

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
一
号

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
五
日
青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
二
号

(

政
治
資
金
規
正

法
に
よ
る
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
六
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
平
成
27
年
分
�
資
金
管
理
団
体

(

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体

を
除
く
。)

の
ア
統
括
表
お
お
さ
き
光
明
と
新
次
代
を
創
る
会
の
項
中

｢
｢
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1,350,000

1,350,000

1,350,000

2,248,151
2,264,000

2,264,000

1,850,000
500,000

1,350,000

1,850,000

2,748,151
2,764,000

2,764,000



( )

を

に
訂
正
す
る
。

｣
｣

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
平
成
27
年
分
�
資
金
管
理
団
体

(

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体

を
除
く
。)

の
�
寄
附
の
内
訳
の
表
中

｢

を
｣

｢
に
訂
正
す
る
。

｣

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
号

平
成
二
十
八
年
三
月
九
日
青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
一
号

(

青
森
県
議
会
議
員
一
般
選

挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
費
用
収
支
報
告
書
の
要
旨)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
六
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯

公
職
の
候
補
者
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
支
報
告
書
要
旨
の
平
成
二
十
七
年
四
月
十
二
日
執
行
の

青
森
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
の
候
補
者
氏
名
大
崎
光
明
の
第
１
回
分
の
表
中

｢

を

｣

｢

に
訂
正
す
る
。

｣
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1,705,671
2,869

700,510

913,600

1,614,110
750

87,942

542,480
393,907
111,678
36,895

914,000

2,205,671
2,869

700,510

913,600

1,614,110
500,750
87,942

542,480
393,907
111,678
36,895

914,000

お
お
さ
き
光
明

と
新
次
代
を
創

る
会

個
人

大
崎
光
明

1,350,000
八
戸
市

お
お
さ
き
光
明

と
新
次
代
を
創

る
会

政
治
団
体

個
人

自
由
民
主
党
青

森
県
第
三
選
挙

区
支
部

大
崎
光
明

500,000

1,350,000

八
戸
市

八
戸
市

収
入

主
た
る
寄
附

(氏
名
・
団
体
名
)

(職
業
)

(寄
附
額
)円

自
由
民
主
党
青
森
県

支
部
連
合
会

政
党

200,000

自
由
民
主
党
青
森
県

第
三
選
挙
区
支
部

政
党

500,000

そ
の
他
の
寄
附

0件
0

そ
の
他
の
収
入

3,200,000

今
回
計

3,900,000

前
回
計

0

総
計

3,900,000

収
入

主
た
る
寄
附

(氏
名
・
団
体
名
)

(職
業
)

(寄
附
額
)円

自
由
民
主
党
青
森
県

支
部
連
合
会

政
党

200,000

お
お
さ
き
光
明
と
新

次
代
を
創
る
会

政
治
団
体

500,000

そ
の
他
の
寄
附

0件
0

そ
の
他
の
収
入

3,200,000

今
回
計

3,900,000

前
回
計

0

総
計

3,900,000



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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